
令和2年6月現在

政策等の名称 内容

北広島市総合計
画推進委員会

令和2年4月～
令和3年3月

パブリックコメント
令和2年12月
～令和3年1月

北広島市行財政
改革推進委員会

令和2年4月～
令和3年3月

パブリックコメント 令和3年1月

令和2年度　市民参加実施予定・実施状況一覧 

整
理
番
号

1

実施予定時期 担当課

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

総合計画
課

第6次総合計画
の策定

北広島市総合計画（第5次）が
2020年度で終了するため、
2021年度からスタートする次
期総合計画及び推進計画を
策定する。

市民参加条例の区分

市民参加の実施
方法

3 企画課

次期北広島市行
財政改革大綱・
実行計画の策定

行財政改革に関し、基本目標
や改革項目を定める行財政
大綱を策定する。

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

2021推進計画の
策定

総合計画は、①本市のまちづ
くりの基本的方向である「基本
構想」、②めざす都市像を実
現する手段や基本的な施策
を示す「基本計画」、③施策を
効果的に実施する「推進計
画」の3層で構成されている。
本事業は、「②基本計画」に
掲げた施策を効果的に実施
するため、2021年度までの具
体的事業や活動を年次的に
示した2021推進計画を策定
する。

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

2
総合計画

課
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令和2年6月現在

政策等の名称 内容

令和2年度　市民参加実施予定・実施状況一覧 

整
理
番
号

実施予定時期 担当課

市民参加条例の区分

市民参加の実施
方法

北広島市まち・ひと・し
ごと創生総合戦略推

進会議

令和2年4月～
令和3年3月

パブリックコメント
令和2年12月
～令和3年1月

パブリックコメント 令和2年12月

パブリックコメント 令和2年9月

次期北広島市ま
ち・ひと・しごと創
生総合戦略の策

定

人口の現状と将来展望を踏ま
え、地方創生に向けた今後の
目標や基本的方向、具体的
施策を定めるまち・ひと・しごと
創生総合戦略を策定する。

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

企画課4

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

令和3年度当初
予算の作成

令和3年度の予算作成にあた
り、各担当部局からの予算要
求段階における新規事業 (新
たに取組もうとする事業など)
の内容についてパブリックコメ

ントを実施する。

(12)当初予算の作成

北広島市都市計
画マスタープラン
（第2次）の策定

現在の北広島市都市計画マ
スタープランは、令和2年度が
目標年次となっていることか
ら、令和3年度から始まる都市
計画マスタープラン（第2次）を
策定する。

財政課

都市計画
課

5

6
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令和2年6月現在

政策等の名称 内容

令和2年度　市民参加実施予定・実施状況一覧 

整
理
番
号

実施予定時期 担当課

市民参加条例の区分

市民参加の実施
方法

北広島市緑のまち
づくり審議会

令和2年7月～
令和3年3月

パブリックコメント
令和2年9月～
令和2年10月

パブリックコメント 令和3年3月

8

7

北広島市緑の基
本計画（第2次）

の策定

税務課

現在の北広島市緑の基本計
画は、令和2年度が目標年次
となっていることから、令和3年
度から始まる基本計画（第2
次）を策定する。

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

【仮称】北広島市
債権管理条例の

制定

(7)市民生活に重大な影響を及ぼすと市の機関
が認める制度の導入、変更又は廃止

北広島市では、市が保有する
金銭債権の滞納額増加に対
応するため、H27から検討を
開始し、H29より強制徴収公
債権（保育料、後期高齢者医
療保険料、介護保険料）の滞
納分について納税担当が一
括して徴収のための催告、相
談を実施し、収納率向上と滞
納額縮減に向けた取り組みを
進め、一定程度の成果を上げ
ている。今後は、さらに一歩踏
み込み、非強制徴収公債権
や私債権の管理について、必
要な手続きや基準を定め、適
正な債権管理を行うことによ
り、市民負担の公正公平の確
保と健全な行財政運営を推し
進めるため、【仮称】北広島市
債権管理条例を制定する。

都市計画
課
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令和2年6月現在

政策等の名称 内容

令和2年度　市民参加実施予定・実施状況一覧 

整
理
番
号

実施予定時期 担当課

市民参加条例の区分

市民参加の実施
方法

北広島市防災会
議

令和2年8月～
令和3年1月

パブリックコメント
令和3年2月

～3月

パブリックコメント 令和2年9月

環境審議会
令和2年7月～
令和3年3月

ワークショップ 令和2年8月

パブリックコメント
令和2年12月
～令和3年1月

北広島市国土強
靭化地域計画の

策定

　国土強靭化基本法第4条
（地方公共団体の責務）及び
第13条（国土強靭化地域計
画）に基づく「北広島市国土
強靭化地域計画」を策定す
る。

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

危機管理
課

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

第3次環境基本
計画（北広島市
地球温暖化対策
実行計画（区域
施策編)含む）の

策定

北広島市環境基本計画及び
地球温暖化対策実行計画（区
域政策編）は「北広島市環境
基本条例」の基本理念の実現
や環境施策の基本的な方向
を示す計画で、令和2年度に
次期計画を策定する。

危機管理
課

11

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

9

北広島市地域防
災計画及び水防

計画の修正

平成30年北海道胆振東部地
震の対応検証に基づき、北広
島市地域防災計画及び水防
計画の修正を行う。

環境課

10
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令和2年6月現在

政策等の名称 内容

令和2年度　市民参加実施予定・実施状況一覧 

整
理
番
号

実施予定時期 担当課

市民参加条例の区分

市民参加の実施
方法

クリーン北広島推
進審議会

令和2年6月～
令和3年3月

パブリックコメント
令和2年9～10

月

男女共同参画推
進委員会

令和2年7月～
令和3年3月

パブリックコメント 令和2年12月

北広島市市民協
働推進会議

令和2年7月～
令和3年3月

パブリックコメント 令和2年11月

第3次きたひろし
ま男女共同参画

プランの策定

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

令和2年度をもって、「第2次き
たひろしま男女共同参画プラ
ン」の計画期間が終了すること
から、それまでの取り組みを基
盤として新たな課題も踏まえ
つつ次期プランを策定する。

一般廃棄物処理
基本計画改定

一般廃棄物基本計画は、廃
棄物の処理及び清掃に関す
る法律第6条第1項に基づき
策定するもので、一般廃棄物
の処理に関する基本的な事
項を定める計画であるが、令
和6年度に予定されているご
み処理の広域化に向け、計画
的な施策の推進を図るため、
計画の改定を行う。

市民参
加・住宅
施策課

12 環境課

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

13

14

公益活動団体と
の協働指針の見

直し

平成30年度に実施した団体
意識調査によると、公益活動
団体における課題やニーズに
は一定の変化が生じており、
それに加えて少子高齢化や
人口減少の進行など急激な
社会環境の変化も見られるこ
とから、地域における課題は
今後ますます複雑化すること
が見込まれる。これまでの取り
組みを総括し、さらなる協働の
推進を図るため、指針の改定
を行う。

市民参
加・住宅
施策課

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更
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令和2年6月現在

政策等の名称 内容

令和2年度　市民参加実施予定・実施状況一覧 

整
理
番
号

実施予定時期 担当課

市民参加条例の区分

市民参加の実施
方法

北広島市空家等
対策推進協議会

令和2年10月
～令和3年2月

パブリックコメント 令和2年12月

北広島市保健福祉
計画検討委員会地

域福祉部会

令和2年8月
～令和3年3月

パブリックコメント 令和3年1月

アンケート調査 令和2年7月

北広島市保健福祉
計画検討委員会障

がい福祉部会

令和2年8月
～令和3年3月

パブリックコメント 令和3年1月

アンケート調査 令和2年7月

第5期北広島市
地域福祉計画の

策定

第4期地域福祉計画の期間が
平成27年度から令和2年度ま
でとなっていることから、令和3
年度から令和8年度までの6年
間を期間とする第5期地域福
祉計画を策定する。

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

北広島市障がい
支援計画策定

現在の北広島市障がい支援
計画の期間が平成30年度か
ら令和2年度までとなっている
ことから、令和3年度から令和
5年度までの3年間を期間とす
る北広島市障がい支援計画
を策定する。
なお、本計画は障害者基本
法に基づく障がい者福祉計
画、障害者総合支援法に基
づく第6期障がい福祉計画及
び児童福祉法に基づく第2期
障がい児福祉計画を一体的
に策定するものである。

北広島市空家等
対策計画の改定

16

15

「北広島市空家等対策計画」
の計画期間が令和2年度で終
了することから、次期計画を策
定する。

市民参
加・住宅
施策課

17 福祉課

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

福祉課

6 / 11 ページ



令和2年6月現在

政策等の名称 内容

令和2年度　市民参加実施予定・実施状況一覧 

整
理
番
号

実施予定時期 担当課

市民参加条例の区分

市民参加の実施
方法

北広島市国民健
康保険運営協議

会

令和2年8月～
令和3年2月

パブリックコメント 令和3年2月

北広島市保健福祉計
画検討委員会高齢福

祉部会

令和2年8月～
令和3年2月

パブリックコメント
令和3年1月

～2月

北広島市国民健
康保険税条例の

一部改正

平成30年度から都道府県が
財政運営の主体となる新しい
国民健康保険制度が始まり、
各市町村は北海道が示す市
町村ごとの標準保険料率を参
考に国民健康保険税率を決
定することとなるため、国民健
康保険税率改定に伴う、北広
島市国民健康保険税条例の
一部改正を行う。

18
保険年金

課

(5)市税（前号に規定する市税を除きます。）の税
率の引上げ（標準税率がある市税の税率の引上
げであってその標準税率を超えないものを除き
ます。）を目的として行う条例の制定、改正又は

廃止

高齢者保健福祉
計画・第8期介護
保険事業計画の

策定

本計画は、老人福祉法第20
条の8の規定に基づく「老人福
祉計画」として定める高齢者
福祉計画と、介護保険法第
117条の規定に基づく計画と
して国の基本指針に即して定
める介護保険事業計画の2つ
の計画を一体的に作成し、道
が作成する第8期北海道高齢
者保健福祉計画・介護保険事
業支援計画や、本市の諸計
画との整合性を図りながら、高
齢者社会に適応した高齢者
施策を総合的に推進するため
の基本的計画を策定する。

高齢者支
援課

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

19
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令和2年6月現在

政策等の名称 内容

令和2年度　市民参加実施予定・実施状況一覧 

整
理
番
号

実施予定時期 担当課

市民参加条例の区分

市民参加の実施
方法

北広島市保健福祉計
画検討委員会地域福

祉部会

令和2年7月
～令和3年3月

パブリックコメント
令和3年1～2

月

アンケート調査 令和2年7月

子どもの権利推進
委員会

令和2年7月～
令和3年3月

パブリックコメント 令和2年12月

アンケート調査 令和2年7月

子ども・子育て会
議

令和2年8月～
令和3年3月

パブリックコメント 令和2年11月

現北広島市健康づくり計画
（第4次）健康きたひろ21の計
画期間が令和2年度で終了す
ることから、次期北広島市健
康づくり計画（第5次）健康きた
ひろ21の策定を行う。

北広島市健康づ
くり計画（第5次）
健康きたひろ21

の策定

22

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

20

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

第3期子どもの権
利に関する推進

計画の策定

北広島市子どもの権利条例に
基づき、子どもの権利に関す
る施策を総合的に推進するた
め、令和3年度を始期とする北
広島市子どもの権利に関する
推進計画を策定する。

21
子ども家

庭課

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

子ども家
庭課

子どもの貧困対
策計画の策定

令和元年6月に改正された子
供の貧困対策の推進に関す
る法律に基づき、子供の貧困
対策を総合的に推進するた
め、子どもの貧困対策計画を
策定する。

健康推進
課
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令和2年6月現在

政策等の名称 内容

令和2年度　市民参加実施予定・実施状況一覧 

整
理
番
号

実施予定時期 担当課

市民参加条例の区分

市民参加の実施
方法

北広島市商工業
振興審議会

令和2年7月～
令和3年3月

パブリックコメント
令和2年12月
～令和3年1月

アンケート調査 令和2年8月

アンケート調査 令和2年8月

北広島市教育振興
基本計画策定懇談

会

令和2年4月～
令和3年3月

パブリックコメント 令和2年12月

商工業振
興課

25

北広島市教育振
興基本計画

（2021-2030）の
策定

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

教育基本法第17条第2項の規
定に基づく本市における教育
の振興のための施策に関する
基本的な計画を策定し、目標
達成に向けた着実な推進を

図る。

小中一
貫・教育
施策推進

課

24

次期北広島市雪
対策基本計画の

策定

北広島市総合計画の施策とし
て平成24年8月に策定された
現計画の計画期間が令和3年
度で終了するため、次期計画
策定の基礎データとしてアン
ケートを実施する。

土木事務
所

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

23

北広島市商工業
振興基本計画の

策定

現「北広島市商工業振興基本
計画」の計画期間が、平成23
年度～令和2年度までとなっ
ていることから、令和2年度中
に次期計画を策定する。

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更
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令和2年6月現在

政策等の名称 内容

令和2年度　市民参加実施予定・実施状況一覧 

整
理
番
号

実施予定時期 担当課

市民参加条例の区分

市民参加の実施
方法

パブリックコメント
令和2年9月

～10月

北広島市スポーツ
推進審議会

令和2年4月
～令和3年2月

パブリックコメント
令和2年11月

～12月

北広島市図書館
協議会

令和2年6月～
令和3年2月

パブリックコメント
令和2年7月

　～8月

社会教育
課

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

本市においてスポーツ振興に
特化した計画がないことから、
市民のスポーツ環境に対する
ニーズや課題等を調査及び
整理し、他の関連計画と整合
を図りながら、スポーツ振興に
係る全体計画を策定する。

27

26

スポーツ振興計
画策定事業

現在策定中のスポーツ振興
計画において定める市内ス
ポーツ施設の整備等に係る指
針を踏まえ、市全体や各地域
のスポーツ施設の配置等を体
系的に整理し、より多くの市民
がスポーツに触れる場を設け
るとともに、本市を代表するよ
うな拠点性や機能性に優れた
施設を計画的に整備した充実
を図るため、スポーツ施設個
別計画を策定する。

社会教育
課

文化課

北広島市子ども
の読書活動推進
計画（第3次）の

策定

第2次北広島市子供の読書活
動推進計画の計画期間が令
和2年度をもって終了すること
から、令和3年度から同時期
に施行される本市の北広島市
総合計画（第6次）、北広島市
教育基本計画と足並みを揃
え、読書活動の推進に対する
基本的方針を明示した「北広
島市子どもの読書活動推進
計画（第3次）」を策定する。

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

スポーツ施設個
別計画策定事業

28

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

10 / 11 ページ



令和2年6月現在

政策等の名称 内容

令和2年度　市民参加実施予定・実施状況一覧 

整
理
番
号

実施予定時期 担当課

市民参加条例の区分

市民参加の実施
方法

北広島市芸術文
化振興審議会

令和2年6月～
令和3年3月

パブリックコメント 令和2年8月

北広島市上下水
道事業経営審議

会

令和2年9月
～12月

パブリックコメント
令和2年12月
～令和3年1月

北広島市水道事
業経営戦略の改

定

平成29年度策定の水道事業
経営戦略について、これまで
の実績の検証を行うとともに情
勢の変化に応じ、最新の将来
予測を反映し、適正に水道事
業の経営見通しを発信するた
め、改定を実施する。（改定後
の計画期間：令和3年度から
令和12年度までの10年間を
予定）

経営管理
課

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

30

北広島市芸術文
化振興プラン（改

訂版）の策定

現「北広島市芸術文化振興プ
ラン」の計画期間が令和2年
度で終了となることから、令和
3年度から施行される本市の
北広島市総合計画（第6次）、
北広島市教育基本計画と足
並みを揃え、本市における芸
術文化分野の施策を総合的
かつ体系的に推進していくた
め「（仮）北広島市芸術文化振
興プラン（改訂版）」を策定す
る。

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

文化課29
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